
委
員
会
提
出
第
三
号
議
案

漁
船
用
軽
油
に
か
か
る
軽
油
引
取
税
の
免
税
等
に
関
す
る
意
見
書

本
県
は
も
と
よ
り
我
が
国
の
漁
業
は
、
か
ね
て
か
ら
の
魚
価
低
迷
で
厳
し
い
状
況
に
あ
る
な
か
、
燃
油
高

騰
が
追
い
打
ち
を
か
け
、
こ
こ
数
年
で
急
速
に
疲
弊
し
た
。
今
回
、
東
日
本
大
震
災
の
大
打
撃
に
加
え
、
原

発
事
故
の
風
評
被
害
に
も
見
舞
わ
れ
、
漁
業
経
営
は
よ
り
深
刻
の
度
を
深
め
て
い
る
。

漁
業
経
営
に
あ
っ
て
は
、
費
用
に
占
め
る
燃
油
の
割
合
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
か
ら
、
国
会
及
び
政
府
に

お
か
れ
て
は
、
水
産
物
の
安
定
供
給
と
と
も
に
、
漁
業
者
の
経
営
安
定
を
図
る
た
め
、
次
の
事
項
に
よ
り
、

燃
油
税
制
に
か
か
る
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

漁
船
に
使
用
す
る
軽
油
に
か
か
る
軽
油
引
取
税
の
免
税
措
置
に
つ
い
て
、
恒
久
化
す
る
こ
と
。

二

農
林
漁
業
用
Ａ
重
油
に
か
か
る
石
油
石
炭
税
の
免
税
・
還
付
措
置
に
つ
い
て
、
恒
久
化
す
る
こ
と
。

三

地
球
温
暖
化
対
策
税
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
の
負
担
が
一
切
増
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
万
全
の
措
置
を

講
じ
る
こ
と
。
と
く
に
燃
油
へ
の
課
税
に
つ
い
て
は
、
Ａ
重
油
や
軽
油
な
ど
油
種
に
か
か
わ
ら
ず
負
担
増

を
回
避
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
三
日
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